
  問い合わせ先：宮城県環境政策課環境産業振興班 

           ◇電話 022-211-2664 ファックス 022-211-2669 

◇ホームページ http://WWW. pref.miyagi.jp/kankyo-s/ 

 

              

    

  

 

 

 

 

 

１．要件・対象者・補助率            

◇要 件：次の全てを満たす事業 

・県内で実施するクリーンエネルギーを活用する等して環境負荷を低減する地域づく

りに資する事業（ハード事業又はソフト事業）であること。 

・産・官・学のうち，官（市町村及び一部事務組合のほか，地域コミュニティ団体（NPO，

町内会及び各種振興組合等）を含む。）といずれか１者以上の連携のもと実施される

事業であること。 

◇対象者：法人（市町村及び一部事務組合を含む。） 

◇補助率：補助対象経費の１／２以内。 

◇上限額：上限 1,000 万円。 
 
２．補助対象経費 

◇設計費 

補助事業の実施に必要な機械装置・建築材料等の設計費 

◇設備費 

補助事業の実施に必要な機械装置・建築材料等の購入，製造（改修を含む）又は据付

け等に必要な経費（ただし，土地の取得及び賃借料を除く。） 

◇工事費 

補助事業の実施に必要な配管，配電等の工事に必要な経費 

◇その他経費 

補助事業を行うために直接必要なその他の経費（報償費，旅費，需用費，役務費，委

託費及び使用料等） 
 
３．受付期間 

  平成 25 年４月 24 日から平成 25 年７月 31 日まで 
 
４．交付決定 

  申請の内容は，審査基準に基づいて審査し，最も優秀と認められた申請に対して交付

決定を行います。（交付決定予定数：１件程度。平成 25 年８月下旬頃交付決定予定） 

 

   

   

 

H25.4.24 

産産学学官官結結集集型型ククリリーーンンエエネネルルギギーーみみややぎぎ  
創創造造チチャャレレンンジジ事事業業補補助助金金  

宮城県では，産官学の連携によりクリーンエネルギーを活用する等して

環境負荷を低減する地域づくりを行う事業に対して支援を行います。 

◇交付決定を想定している事業のイメージ 

・住宅地におけるスマートシティづくり 

・ICT 技術を活用した持続可能な地域社会づくり 

・電力需給の全体最適化を図る産業団地づくり 

・環境負荷の少ない交通システムづくり etc 

右図：宮城県震災復興計画から 

（みやぎ環境税充当事業） 



 

≪参考：交付決定にあたっての審査の基準≫ 

区分 内容 配点 

事業の目的 

１ 地域の課題を的確に分析し，事業の目的にしているか。 ４ 

２ クリーンエネルギーの活用等による環境負荷を低減する地域づく

りを事業の目的にしているか。 
４ 

事業の方法 

３ 関連設備の設置・運用，フィージビリティスタディーの実施等具体

的な事業の方法が提案されているか。 
４ 

４ 環境負荷低減効果について，二酸化炭素排出量換算等で明確に推計

しうる方法が提案されているか。 
４ 

５ 市町村・地域企業・地域民間組織等，事業内容に見合う連携の方法

が提案されているか。 
４ 

事業によって実現

を目指す地域の姿 

６ 地域の課題の解決に資する内容が提案されているか。（マイナスか

らゼロへ） 
４ 

７ 地域の活性化や地域振興に資する内容が提案されているか。（ゼロ

からプラスへ） 
４ 

８ 災害に強い地域づくりに資する内容が提案されているか。 ４ 

９ 補助事業終了後も自立して環境負荷低減につながる地域づくりに

資する内容が提案されているか。 
４ 

10 他地域へ応用可能な内容が提案されているか。 ４ 

事業費 11 事業費低減に関する取組が提案されているか。 ４ 

実施体制 
12 主に事業主体となる組織において，事業内容に見合う体制（管理統

括から対応窓口まで）が組織されているか。 
１ 

スケジュール 
13 実績報告の期日まで無理なく確実に事業を遂行できるスケジュー

ルとなっているか。 
１ 

配点の合計 46 

※配点の内訳：４･･･優，２･･･良，１･･･可，０･･･不可 


